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ご　挨　拶

謹啓　春暖の候、皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
　さて、この度、当事務所は、新たに山下 一貴（やました かずたか）弁護士を迎えることと
なりました。
　山下弁護士は、広島大学法学部を卒業後、関西学院大学司法研究科在学中に予備試験に合
格、今年３月に司法修習を終えた新進気鋭の弁護士です。大学時代にバドミントンサークル
で代表を務めるなどリーダーシップを兼ね備えた山下弁護士は、当事務所のリーガルサービ
スに厚みを持たせてくれるものと確信しております。
　同弁護士の加入を機に、当事務所が皆様にとって「未来を切り拓く場所」となるべく、所
員一同、これまで以上に迅速かつ高品質なリーガルサービスの提供に努めてまいります。
　今後ともご指導ご鞭撻を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   謹白
令和８年４月吉日

謹啓　春陽の候、皆様におかれましてはますますご清祥のこと
とお慶び申し上げます。　
　私こと山下一貴は、この度、第78期司法修習を修了し、千瑞
穂法律事務所に入所することとなりました。　
　大学生活の４年間と司法修習の約１年を過ごした愛着のある
広島の地で弁護士としての第一歩を踏み出せることを大変光栄
に思っております。　
　これからは、日々の研鑽を積みながら、依頼者のために最善
の活動ができるよう全力を尽くしてまいりたいと思います。 
　未熟者ではございますが、何卒ご指導ご鞭撻賜りますよう、
宜しくお願い申し上げます。
                                                                                                         謹白
令和８年４月吉日
                                                                         弁護士　山　下　一　貴
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